












「PayPay」「クレジットカード」等で
赤い羽根共同募金へご寄付いただけます。
右の QR コードからご寄付できます。

共同募金は、「支える人を支える募金」です。地域の子どもの居
場所を支える人。誰もが参加できる場づくりを支える人。日々
の生活に困っている方を支える人。いきいきと暮らし続けられ
る地域を支える人。集まった募金は、そんな人たちの活動をは
じめとした、地域をより良くする取り組みに使われています。 

皆様のご協力をどうぞよろしくお願いします。

共同募金は、赤い羽根をシンボルに、「赤い羽根共同募金」
として、毎年 10 月１日から翌年３月 31 日の期間、
全国で募金運動が行われています。

�� 
À���¢�ž�‰�7�Ú�•�»�q�‘�“ ��
�5�&�-���������������������������y���'�"�9��������������������������

���� �D�T�’

z�M�Ë���ž�‰�7�Ú�á�̂�U

�x�a�‡�l�o�M�‡�b�‚

�’
}�+�Î�“�–�š�›�©

�’
}�+�Î�Ÿ

�3�›�Š�¿�¼�–

�t�»�ž�©

�#�»�Ÿ�e�Î�ž�¯

�—�‰�{�©

－12－



無料法律相談開設について
ひまわりの会による無料法律相談
○相談料：無料 ( 相談者からはいただいておりません )
※ 1 回につき相談時間は 30 分以内
○申込・受付方法：事前に予約が必要です。
○お問合せ先：
　ひまわりの会　事務局　代表弁護士　山口　政幸
　鹿児島市山下町 12 番 17 号 2 階
　TEL：099-227-0041( 受付：平日 9 時～ 17 時 )

藤尾法律事務所による無料法律相談
○相談料：無料 ( 相談者からはいただいておりません )
※ 1 回につき相談時間は 30 分以内
○申込・受付方法：事前に予約が必要です。
○お問合せ先：
　弁護士法人 大隅広域ディフェンダー
　藤尾法律事務所 末吉支所
　曽於市末吉町本町 1-4-5 　TEL：0986-51-9830

○相談日時及び会場
会場 相談日時

財部保健福祉
センター

10月16日、1月15日
（13時から16時まで）

そお生きいき
健康センター

11月20日
（13時から16時まで）

大隅弥五郎
伝説の里

12月18日
（13時から16時まで）

○相談日時及び会場
会場 相談日時

財部保健福祉
センター

11月11日、12月9日、
1月13日

（13時から15時まで）

大隅弥五郎
伝説の里

10月21日、11月18日
12月16日、1月20日

（18時から20時まで）

実 　 習 　 生 　 よ 　 り
社会福祉士の資格取得を目指す中で、8 月 4 日から 9 月 8 日の 26 日間、曽
於市社会福祉協議会で実習をさせていただきました。
実習期間中は、社会福祉協議会内の各部署で事業説明や同行訪問、会議な
どに参加させていただき、机上の勉強では決して学ぶことのできない貴重
な経験ができました。今回の実習を通して、専門職の役割や地元である曽
於市の地域福祉の取り組みについて理解を深めることができました。将来
は困っている方々の力になれるよう、今回学んだことをしっかり活かして、
今後もより一層勉学に励んでまいります。実習を受け入れてくださり、あ
りがとうございました。 鹿児島国際大学　3 年　下鶴　千夏 さん

正規職員の募集について
社会福祉法人曽於市社会福祉協議会では、曽於市地域包括支援センターでの職務に従事する職員を公
募します。

募集職種
( 資格要件 ) 業務内容 募集

人数 年齢 その他

社会福祉士
曽於市内の高齢者の生活全般に関する総合相談支援業
務や権利擁護業務、介護予防プラン作成業務を行って
いただきます。

若干名 不問
普通自動車
第一種免許

（AT 限定可）

主任介護支
援専門員

曽於市内の高齢者の生活全般に関する総合相談支援業
務、介護予防プラン作成業務、地域の介護支援専門員
への支援業務を行っていただきます。

介護支援専
門員

曽於市内の高齢者の介護予防や健康増進、自立支援を
促す相談支援業務、介護予防プラン作成業務を行って
いただきます。

その他、詳細については、曽於市社協ホームページ又は右の QR コードからご確認ください。
ご不明な点がありましたら、曽於市社協　総務課　担当 藤田（0986-72-0460）まで。
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この情報紙は、地域住民の皆様からの赤い羽根共同募金を財源に発行しています。

たくさんの善意に感謝いたしますたくさんの善意に感謝いたします

香典返し寄付金
財部地区
樺木野　兼治様／下大峯
匿名

末吉地区
小谷　重彦様／五位塚
柚下　敬子様／深川東
岡村　三枝子様／東法楽寺
大路　勝子様／松尾
佐野　いく様／坂元
桐野　凉子様／口弁木
植松　ノブ子様／田村
田代　壹子様／柳迫

大隅地区
髙田　サエ子様／東旭ヶ丘
谷山　チエ様／東鍋
平原　亨様／平原
益永　幸三様／東鍋 (霧島市 )
徳永　ヨシ子様／東馬場
長崎　幸𠮷様／榎木段

一般寄付金品
財部地区
徳石　透様／日光
山村　阿也子様／ 10,000 円
末吉地区
大園　征郎様／中高松／ 3,000 円

大隅地区
岩川校区長寿会女性部様／
タオル・雑巾
匿名／ 50,000 円
匿名　1件

曽於市社会福祉協議会では、ご寄付を曽於市民の皆様の地域福祉向上のために大切に使わせていただきます。
掲載につきましては、ご本人の承諾を得てご希望どおりに掲載しております。（R7.7.1 ～ R7.9.30 受付分）

毎年９月 21 日を認知症の日、９月を認知症月間として日本中で認知症支援に関す
る啓発活動が行われています。曽於市内でも認知症に関する展示やポスターが掲示

され、認知症支援のシンボルカラーとして採用されているオレンジ色を見かけた方も多かったと思
います。私の祖母も今年 94 歳で亡くなりましたが、数年前にアルツハイマー型認知症の診断を受け
ました。しかし、昔からの友人や地域の皆さんの協力を貰いながら、亡くなる３ヶ月前まで、住み
慣れた自宅で生活を送ることができました。認知症になっても家族や地域の支えがあれば、誰もが
住み慣れた地域でその人らしい生活を送れることができる社会が近づいているのかなとオレンジ色
を見て改めて実感したところでした。 H・T

編集後記

社協公式SNS・ホームページはこちら 曽於市社協情報紙への
ご意見はこちらから＼地域福祉の様々な情報をお届けしています／

ホームページ 公式 LINEInstagram

曽於市社会福祉協議会は税額控除対象法人の証明を受けています。

本会への寄付 ( 一般寄付，香典返し等 ) は、現行の所得控除制度に
加え、税額控除制度との選択が可能です。税額控除では、税率に関
係なく税額から税額控除額を直接差し引きます。
小口の寄付にも減税効果が大きく、所得控除と比較してほとんどの
場合、税額控除の方が減税効果が大きくなります。

ボランティア募集 LINE

曽於市社協情報紙への
＼ ＮＥＷ ／
ボランティア
募集のお知らせ
などを発信！

遺言による寄付　遺贈をお考えの方へ

あなたの想いをかたちに
近年「自分で築いた財産の一部を地域のために寄付したい」という
相談や尊いお申し出が増えています。
ご自分の意志を社会のために役立てることを目的に、安心できる方
法で信用できる団体に寄付したいという思いは共通しています。
曽於市社会福祉協議会では、皆さまからお預かりした貴重な財産を、
様々な地域の「福祉のまちづくり」につなげていくことが可能です。
本会への遺言による寄付をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
担当 総務課：0986-72-0460・0480


